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平成３０年第５回（１２月）出雲崎町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程 （第１号） 

 

平成３０年１２月６日（木曜日）午前９時３０分開会 

 

第 １ 会議録署名議員の指名                                

第 ２ 会期の決定                                     

第 ３ 議会報告第７号 諸般の報告について                         

第 ４ 議会報告第８号 閉会中の継続調査の結果報告について                 

第 ５ 報告第 ８号 町長専決処分の報告について                      

第 ６ 発委第 ３号 出雲崎町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す 

           る条例制定について                          

第 ７ 議案第７３号 出雲崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について    

第 ８ 議案第７４号 出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について                        

第 ９ 議案第７５号 町道路線の認定について                        

第１０ 議案第７６号 平成３０年度出雲崎町一般会計補正予算（第５号）について        

第１１ 議案第７７号 平成３０年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につい 

           て                                  

第１２ 議案第７８号 平成３０年度出雲崎町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について  

第１３ 議案第７９号 平成３０年度出雲崎町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について  

第１４ 議案第８０号 平成３０年度出雲崎町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につい 

           て                                  

第１５ 議案第８１号 平成３０年度出雲崎町下水道事業特別会計補正予算（第２号）について   

第１６ 議案第８２号 人権擁護委員の候補者の推薦について                  

                                             

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 
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〇出席議員（１０名） 

   １番   小 黒 博 泰      ２番   中 川 正 弘 

   ３番   中 野 勝 正      ４番   高 橋 速 円 

   ５番   髙 桑 佳 子      ６番   加 藤 修 三 

   ７番   三 輪   正      ８番   安 達 一 雄 

   ９番   諸 橋 和 史     １０番   仙 海 直 樹 

 

〇欠席議員（なし） 
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      教  育  長    佐  藤     亨 
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      教 育 課 長    矢  島  則  幸 
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      建 設 課 参 事    内  藤  良  治 

      教 育 課 参 事    矢  川  浩  之 

                                             

〇職務のため議場に出席した者の職氏名 

      事 務 局 長    権  頭     昇 

      書     記    佐  藤  理  絵 
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    ◎開会及び開議の宣告 

〇議長（仙海直樹） ただいまから平成30年第５回出雲崎町議会定例会を開会いたします。 

  本日の会議を開きます。 

                                   （午前 ９時３０分） 

                                             

    ◎会期日程の報告 

〇議長（仙海直樹） 議会運営委員長から、11月30日に委員会を開催し、本定例会の議会運営に関し、

お手元に配付いたしました会期日程表のとおり決定した旨報告がありましたので、ご協力をお願い

いたします。 

                                             

    ◎議事日程の報告 

〇議長（仙海直樹） 本日の日程は、議事日程第１号のとおりであります。 

                                             

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（仙海直樹） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、１番、小黒博泰議員及び２番、中

川正弘議員を指名いたします。 

                                             

    ◎会期の決定 

〇議長（仙海直樹） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、本日から12月12日までの７日間としたいと思います。ご異議

ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 異議なしと認めます。 

  したがって、会期は本日から12月12日までの７日間に決定しました。 

                                             

    ◎議会報告第７号 諸般の報告について 

〇議長（仙海直樹） 日程第３、議会報告第７号 諸般の報告を行います。 

  地方自治法第235条の２第３項の規定により、例月出納検査結果報告書が監査委員からお手元に配

りましたとおり提出がありました。 

  次に、新潟県町村議会議長会平成30年度第２回臨時総会について報告をいたします。去る９月27日

に新潟県町村議会議長会の臨時総会が聖籠町において開催され、出席してまいりました。お手元に
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配付いたしましたとおり報告をいたします。 

  次に、第62回町村議会議長全国大会について報告をいたします。去る11月21日に東京ＮＨＫホー

ルにおいて全国大会が開催され、出席してまいりました。お手元に配りましたとおり、特別決議５

件を含む17件を決議いたしました。また、大会終了後県関係国会議員へ面接要望してまいりました

ので、あわせて報告をいたします。 

  次に、議員派遣の結果について報告をいたします。諸橋和史議員から去る10月18日に開催された

町村議会研修会について、髙桑佳子議員から去る11月12日に実施された町営バス・福祉バス事業に

ついて、定住促進の取り組みに関する調査、翌13日に実施された移住定住促進事業について、定住

対策に関する提言の調査について、お手元に配付いたしました報告書のとおり提出がありました。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

                                             

    ◎議会報告第８号 閉会中の継続調査の結果報告について 

〇議長（仙海直樹） 日程第４、議会報告第８号 閉会中の継続調査の結果報告を行います。 

  最初に、議会運営委員長、２番、中川正弘議員。 

〇議会運営委員長（中川正弘） 議会運営委員会の閉会中の継続調査の報告をいたします。 

  10月26日に議長より全員協議会のその他の取り扱いについてが諮問されました。平成30年11月８

日午前９時より委員全員が出席し、会議を開きました。 

  調査経過並びに結果はそのとおりでございますが、議題のその他をなくし、事前に通告期間を設

け、議員からも議題を提出する。執行部に対する突然の議案提案をなくすためです。事務局で意見

を集約後、議題の選定を議長と議会運営委員会で行う。執行部及び議会より議題がない場合は開催

しない。事前通告することにより、町長も全員協議会の出席は今後必須としない。以上、決定し、

議長に報告いたしました。 

  以上です。 

〇議長（仙海直樹） 次に、総務文教常任委員長、５番、髙桑佳子議員。 

〇総務文教常任委員長（髙桑佳子） 総務文教常任委員会が行った所管調査について、会議規則第77条

の規定により、その経過と結果についてご報告いたします。 

  本委員会が閉会中の継続調査としました事件名、学校教育問題についてですが、去る11月29日に

現地調査を行いました。説明員として、佐藤教育長、高畑管理指導主事、矢島教育課長から出席を

得て、各学校において授業見学を実施するとともに、各学校長から学校の現状についての説明を受

け、意見交換を行いました。 

  まず、出雲崎小学校では、保健室に設置されたシャワー室、児童クラブのクールダウンのための

部屋、駐車場の状況等を確認し、学校長から学校指導方針の説明を受けた後、全学級の授業を見学

しました。 
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  知徳体、それぞれの取り組みの中で、今年度は特に仲間意識の醸成を目的に、縦割り班を中心と

した活動を増やしているとのことでした。高学年のリーダーシップを初め、児童が各学年における

役割を認識して果たすことで、それぞれの自尊感情を高めることが狙いですが、先般体育委員会が

行った全校ドッジボール大会では、学年の身体能力差に配慮したルールを自分たちで決め、１年生

から６年生までが混合で楽しく試合をするなど、成果があらわれているようです。 

  また、メディアコントロールも重点的に取り組んでおり、高学年は教育講演会のほかに、電話会

社に講師をお願いして、事例から正しい取り扱いを学ぶ学習を実施していました。 

  遊びの充実と体力づくりの目的で体育館に鉄棒を設置してありましたが、高学年が使うには軽過

ぎて鉄棒が動いてしまうため、対策が必要とのことで、東京オリンピック種目にもなったボルダリ

ングなども検討したいとの声がありました。 

  ほかに、５年生ひのき学年のひのき米が長岡のうまい米コンテストで優良賞を受賞したというう

れしいニュースもありました。 

  次に、出雲崎中学校では、学校長から学校経営計画についての説明があり、今の子供たちの傾向

として、自分に自信が持てない生徒が多く、自己肯定感を高め人間関係を構築するために、昨年同

様異学年交流やコミュニケーションスキルを学ぶ機会などを積極的に進めているという説明があり

ました。 

  また、３学年では、現在不登校２名があり、受験を控えたこれからの対応についてと、昨年から

保護者との対話を行ってきた経過についての説明がありました。 

  中学校の特別支援教育では、県や町から十分な加配があってありがたいとのことでしたが、マン

ツーマンの個別対応で指導せざるを得ない状況も多く、対応が多岐にわたるため、引き続きの配慮

と、できれば有資格者の配置を希望したいとのことでした。 

  中学校では、生徒の対応とともに、職員の働き方改革にも力を入れて実践していました。 

  総務文教常任委員会としては、今回の現地視察を踏まえ、学校現場や行政と協力しながら、また

地域の皆様とともに、出雲崎の子供たちの教育環境の整備、改善に努めてまいりたいと考えていま

す。 

  以上、総務文教常任委員会閉会中の事務調査報告といたします。 

〇議長（仙海直樹） 以上で閉会中の継続調査について常任委員長の報告を終わります。 

                                             

    ◎報告第８号 町長専決処分の報告について 

〇議長（仙海直樹） 日程第５、報告第８号 町長専決処分の報告について、町長からお手元に配付

いたしましたとおり、報告がありました。 

                                             

    ◎発委第３号 出雲崎町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一 
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           部を改正する条例制定について                

〇議長（仙海直樹） 日程第６、発委第３号 出雲崎町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  議会運営委員長、２番、中川正弘議員。 

〇議会運営委員長（中川正弘） ただいま上程されました発委第３号につきまして提案理由の説明を

行います。 

  このたびの条例改正は、出雲崎町議員の給与を改定するものです。特別職の職員の給与に関する

法律の一部を改正する法律の例により、このたび出雲崎町議員の給与につきまして平成30年12月期

から期末手当を0.05カ月分引き上げるものです。 

  皆様のご賛同をお願いし、提案理由の説明を終わります。 

〇議長（仙海直樹） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから発委第３号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  発委第３号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               〔起立全員〕 

〇議長（仙海直樹） 起立全員です。 

  したがって、発委第３号は原案のとおり可決されました。 

                                             

    ◎議案第７３号 出雲崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定に 

            ついて                          

     議案第７４号 出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条 

            例の一部を改正する条例制定について            

〇議長（仙海直樹） 日程第７、議案第73号 出雲崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例制定について、日程第８、議案第74号 出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関

する条例の一部を改正する条例制定について、以上議案２件を一括議題といたします。 
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  提出者の説明を求めます。 

  町長。 

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第73号及び議案第74号につきまして、関連がござ

いますので、一括してご説明を申し上げます。 

  初めに、議案第73号につきましてご説明をいたします。このたびの条例改正は、平成30年人事院

勧告並びに新潟県人事委員会勧告を踏まえまして、一般職の職員の給与を改定するものであります。 

  給与改定の主な内容は、初任給を含む若年層に重点を置いた給料月額の引き上げと、期末・勤勉

手当の支給月数を0.05カ月引き上げ、勤勉手当に配分するものでございます。これらの実施時期は、

給料につきましては本年４月から、勤勉手当につきましては本年12月期から適用するものでござい

ます。 

  次に、議案第74号につきまして、ご説明をいたします。議案第74号は、常勤の特別職の給与を改

定するものであります。特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の例によりまして、

このたび常勤の特別職の給与につきまして、平成30年12月期から期末手当を0.05カ月分引き上げる

ものでございます。 

  以上でありますが、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 

〇議長（仙海直樹） 議案第73号及び議案第74号について、補足説明がありましたら、これを許しま

す。 

  総務課長。 

〇総務課長（河野照郎） 補足説明をさせていただきます。 

  定例会資料の19ページをご覧ください。このたびの給与改定等の条例の概要を示してございます。 

  町職員の給与改定は、人事院勧告及び新潟県人事委員会勧告を踏まえて行っているところでござ

います。 

  一般職につきましては、今ほど町長が説明しましたとおり、給料月額と勤勉手当を引き上げてお

ります。 

  なお、勤勉手当につきましては、今年度は12月期に0.05カ月分を引き上げるもので、平成31年度

からは６月期と12月期にそれぞれ0.025カ月分を引き上げる内容となっております。 

  また、宿日直手当につきましては、200円引き上げております。 

  以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（仙海直樹） これから質疑を行います。 

  最初に、議案第73号の質疑を行います。質疑はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 
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  次に、議案第74号の質疑を行います。質疑はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第73号及び議案第74号は、会議規則第39条第

３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第73号及び議案第74号は委員会付託を省略することに決定しました。 

  これから討論を行います。 

  最初に、議案第73号の討論を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  次に、議案第74号の討論を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから採決を行います。 

  最初に、議案第73号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第73号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               〔起立全員〕 

〇議長（仙海直樹） 起立全員です。 

  したがって、議案第73号は原案のとおり可決することに決定しました。 

  次に、議案第74号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第74号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               〔起立全員〕 

〇議長（仙海直樹） 起立全員です。 

  したがって、議案第74号は原案のとおり可決することに決定しました。 

                                             

    ◎議案第７５号 町道路線の認定について 
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〇議長（仙海直樹） 日程第９、議案第75号 町道路線の認定についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  町長。 

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第75号につきましてご説明を申し上げます。 

  このたび認定する八王子２号線は、旧出小グラウンドの活用を図るため新設する道路で、延長は

140メートルであります。 

  以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（仙海直樹） 補足説明がありましたら、これを許します。 

  建設課長。 

〇建設課長（小崎一博） 補足説明をさせていただきます。 

  議会定例会資料21ページをご覧ください。下のほうの図、詳細図でありますが、旧出小の上り口

からグラウンド内を通り、国道352号との交差点付近までを認定いたします。 

  また、標準幅員は５メートルで計画しております。 

  以上でございます。 

〇議長（仙海直樹） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第75号は、会議規則第39条第３項の規定によ

り、委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第75号は委員会付託を省略することに決定しました。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第75号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第75号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               〔起立全員〕 

〇議長（仙海直樹） 起立全員です。 

  したがって、議案第75号は原案のとおり可決されました。 
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    ◎議案第７６号 平成３０年度出雲崎町一般会計補正予算（第５号）について 

〇議長（仙海直樹） 日程第10、議案第76号 平成30年度出雲崎町一般会計補正予算（第５号）につ

いてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  町長。 

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第76号につきましてご説明を申し上げます。 

  このたびの補正予算は、第１条では歳入歳出予算の補正を、第２条では債務負担行為の設定を、

第３条では地方債の補正をしております。 

  初めに、歳入歳出予算の補正についてご説明をいたします。歳出予算の主な補正内容といたしま

しては、各款に共通し、議案第73号及び第74号でご審議いただきました、職員の給与条例の改正に

伴う人件費を補正しております。 

  ２款の総務費では、１項総務管理費、８目情報管理に社会保障・税番号制度に伴う住民基本台帳

システムの改修委託料を計上しております。 

  ３款の民生費、１項社会福祉費、２目障害者福祉費では、本年度の利用実績等を踏まえまして、

障害福祉サービス費等を追加した一方、障害者相談員を配置することとしておりましたが、応募者

がいなかったことから相談員賃金を減額いたしました。２項の児童福祉費、２目児童措置費には、

保育補助者の雇い上げを支援する保育対策総合支援事業費補助金を追加いたしました。また、５目

の多世代交流館事業費には、室内遊具等の購入費を計上いたしました。 

  ５款の労働費、１目労働諸費におきましては、国道352号線の松本地内の道路改良に伴いまして、

移転が必要となる松本バス停に係る用地測量費及び用地買収費を計上いたしました。 

  ６款の農林水産業費では、１項の農業費、３目農業振興費に立石生産組合に対する農業機械整備

費の補助金を計上いたしました。 

  ８款の土木費、２項道路橋りょう費、２目道路維持費では、事業実績を踏まえまして、一般の道

路修繕費を減額をし、交通安全施設維持修繕費を追加いたしました。３目道路新設改良費では、議

案第75号でご審議をいただきました町道八王子２号線の道路新設舗装工事費を、５目排水路費では

米田地内における排水路整備工事費をいずれも追加いたしました。また、５項の住宅費には新生活

スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金を追加しております。 

  ９款の消防費では、４目防災対策費に避難行動要支援者台帳システム改修業務委託料を追加いた

しております。 

  10款の教育費では、５項の保健体育費に町民体育館屋上防水改修工事に係る設計業務委託料を新

たに計上いたしました。 

  次に、歳入予算の主なものをご説明申し上げますが、10款の地方交付税は、普通分の決定額全額
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を予算計上いたしました。 

  15款の国庫支出金及び16款の県支出金は、歳出予算の補正に伴い特定財源となる補助金等につき

まして所要の補正をしております。 

  17款の財産収入は、国道352号道路改良工事に伴いまして、移転先となる米田地内の町有地の売り

払い収入を計上いたしました。 

  19款の繰入金では、他の財源が確保できたことから、財政調整基金からの繰入金を減額しました。 

  20款の繰越金は、前年度繰越金を全額予算計上いたしました。 

  これらによりまして、歳入歳出それぞれ4,240万3,000円を追加し、予算総額を33億6,478万7,000円

とするものであります。 

  次に、債務負担行為の設定では、人事給与システム運用保守委託と、町民体育館屋上防水改修工

事監理業務の２件を定めております。 

  また、地方債の補正につきましては、農業機械整備事業債を追加しています。 

  以上でありますが、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 

〇議長（仙海直樹） 補足説明がありましたら、これを許します。 

  総務課長。 

〇総務課長（河野照郎） 補足説明をさせていただきます。 

  初めに、歳出予算につきましてお願いいたします。歳出予算の主な事務事業につきましては、補

正予算（案）補足説明資料として提出してございますので、重複する説明は省略させていただきま

す。 

  223ページをお願いいたします。済みません、222ページからとなります。１款議会費以下でござ

いますが、各款共通となります人件費につきまして、条例改正に伴う予算の補正をさせていただい

ております。その内容につきましては、補正予算書238ページ以下の給与明細書のとおりとなってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、223ページになります。総務費関係です。７目企画費、８節ふるさと納税寄附謝礼追

加がございます。今後のふるさと納税の寄附金額を見込み、返礼品の額を追加するものです。今年

度11月末までのふるさと納税額は187件、520万1,000円になっております。また、11節印刷製本費の

追加は、空き家等対策計画の啓発用パンフレット、それとデマンド交通広報用のチラシ等の印刷費

を追加するものでございます。19節、地域公共交通準備費補助金は、新年度からデマンド交通が円

滑に実施できるよう準備を進めるための補助金でございます。補助対象者は、道路運送法に基づく

一般乗り合い旅客自動車運送事業の許可を受け、かつ本町に営業所を有する事業所で、10分の10以

内の補助の予定となっております。 

  次に、224ページお願いいたします。２項徴税費、１目税務総務費、７節賃金の追加です。町民課

税務係における臨時職員賃金３カ月分を追加するものでございます。 
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  続きまして、民生費です。225ページお願いいたします。３目国民健康保険事務費、28節繰出金、

これは保険基盤安定負担金等の追加となります。８目介護保健費、28節の繰出金ですが、これは介

護給付費の減による繰り出しの減ということになります。 

  続きまして、226ページお願いいたします。２項児童福祉費、２目児童措置費、19節保育対策総合

支援事業費補助金でございます。保育士、補助者の雇い上げ賃金を補助するもので、出雲崎保育園

が２人、小木ノ城保育園が１人となっております。 

  次、４款衛生費です。227ページ、５目環境衛生費、17節資源物資機材カーポートでございます。

これは、資源物の中間集積場所米田倉庫の解体に伴いまして、米田倉庫から旧出雲崎小学校に移転

するため、新たに整備が必要となるものでございます。 

  次、５款労働費です。228ページをお願いいたします。今ほど町長の説明があったとおり、労働諸

費関係でございますが、今ほど町長が説明のとおり、国道352号松本地内の道路拡幅工事に伴い、松

本バス停を移設するものでございます。今年度は用地を買収し、既存のバス停を移設し、新年度に

道路工事が完了しました後、新しいバス停を整備する予定となっております。 

  ６款農林水産業費、３目農業振興費、４目農地費関係は、補足説明資料のとおりでございます。 

  次に、230ページ、７款商工費は、人件費関係の補正のみとなっております。 

  続きまして、土木費です。232ページお願いいたします。２目道路維持費、15節交通安全施設維持

修繕工事費を追加してございます。これは、防護柵、区画線、視線誘導標等の修繕工事の増加によ

るものの追加となります。３目道路新設改良費、５目排水路費は、国道352号米田地内の道路拡幅工

事に伴い、補償物件の移転先となります旧出小のグラウンド内の道路及び排水路の整備に要する経

費を計上してございます。補足資料説明並びに図面が添付してございますので、参考にご覧いただ

ければと思います。 

  続きまして、９款消防費です。233ページ、３目消防施設費、15節に消防水利浚渫工事費計上して

ございます。これは、米田の旧出小付近の消防水利を確保するための工事を８款の排水路整備工事

とあわせて浚渫工事を実施するものでございます。 

  次に、10款教育費となります。236ページをお願いいたします。１目社会教育総務費、19節北前船

日本遺産推進協議会負担金がございます。これは、来年４月の日本遺産認定を目指して協議会に加

入するものでございます。また、２目公民館費、７節の賃金は、職員の退職に伴う臨時職員雇用に

当たります賃金の追加となります。 

  11款公債費です。237ページお願いします。11款の公債費につきましては、19年度に借り入れてお

りました臨時財政対策債につきまして、利率見直しがございまして、利子を減額し、償還する元金

を追加する補正内容となっております。 

  続いて、歳入予算をお願いいたします。219ページ、ご覧ください。17款財産収入でございます。

不動産売払収入、町長説明のとおり、旧出雲崎小学校のグラウンドの一部、1,800平方メートルを売
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却するものでございます。売却単価は、１平米当たり2,700円を予定しております。 

  18款寄附金、２節の児童福祉費寄附金は、ライオンズクラブからの寄附をいただいたものでござ

います。きらりのテント購入費に充てております。 

  220ページお願いいたします。19節の繰入金です。財政調整基金の繰り入れを減額しております。

これによりまして、年度末財政調整基金残高、17億2,643万1,000円の見込みとなっております。 

  221ページ、町債の補正です。このたび100万円を追加することによりまして、30年度末、現在高

が35億6,023万3,000円となっております。243ページに調書がございますので、参考にしていただけ

ればと思います。 

  ページが戻りまして、213ページ、第２表債務負担行為を説明させていただきます。このたび２件

債務負担行為のご審議をいただきます。１件目の人事給与システム運用保守委託でございます。今

年度人事給与システムの導入に当たりましては、公募型プロポーザル方式で業者を決定することと

し、向こう５年間の運用保守業務をあわせて契約するために債務負担行為を設定するものでござい

ます。また、町民体育館屋上防水改修工事監理業務委託につきましては、設計業務とあわせて監理

業務を１件として、設計業務と管理業務をあわせて１件として入札に付し、今年度に管理業務委託

契約を締結するために同じく債務負担行為を設定するものでございます。 

  次の214ページ、地方債の補正でございます。このたびの追加は、農業機械整備事業債の追加とい

うことです。過疎対策事業債を予定しております。交付税措置70％になっております。 

  補足説明は以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（仙海直樹） これから質疑を行います。質疑には、ページ、目、節を添えてお願いをいたし

ます。質疑はありませんか。 

  １番、小黒議員。 

〇１番（小黒博泰） 225ページ、民生費、２目の障害者福祉費の20節の追加、障害福祉サービス費の

追加でもって1,393万9,000円とあります。それどれだけ利用量が増えたのか、ちょっと聞かせてい

ただきたいのと、226ページ、５目の多世代交流館事業費の中の備品購入費で、室内遊具、これ資料

あるんですけども、これというのは見積もりをとった価格というかは載っているんでしょうか。そ

の２点お聞かせください。 

〇議長（仙海直樹） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（権田孝夫） 補正予算書225ページの３款２目の障害者福祉費の20節障害福祉サービ

ス費の追加についてです。正確などれぐらい量が増えたという細かいところまでは把握しておりま

せんが、内容としましては生活介護、それから短期入所、共同生活援助、自立訓練等のサービス費

が今までの11月までの決算状況を見込みまして、年度末の不足分を今回追加させていただいている

ということです。 

  以上です。 
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〇議長（仙海直樹） 子ども未来室長。 

〇子ども未来室長（金泉嘉昭） 226ページの備品購入の関係の室内遊具ですけれども、これは見積も

りをとった金額でございます。 

  以上です。 

〇議長（仙海直樹） １番、小黒議員。 

〇１番（小黒博泰） 保健福祉課の説明は、データがないということで了解しましたけれども、多世

代交流館の遊具なんですけれども、私これちょっと調べたんですけども、これ見積もりでもって、

この金額見るとほとんど業者さんの定価だと思うんですけども、町が、私たち一般消費者からする

と、やっぱり同じものであれば少しでも安く手に入れようというのが心理だと思うんですけれども、

その辺について、ただ定価で見積もりでもってというので、今後そういう値段交渉というか、普通

入札であれば一番金額の少ないところが受注するという形になると思うんですけども、その辺はど

のように考えていますか。 

〇議長（仙海直樹） 子ども未来室長。 

〇子ども未来室長（金泉嘉昭） 購入に際しましては、数社から見積もりを徴しまして、一番安価な

ところで購入をするということでございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（仙海直樹） ほかにありませんか。 

  ６番、加藤議員。 

〇６番（加藤修三） 同じく226ページの同じ多世代交流館のその備品購入費ということで、59万

1,000円の補正額が出ていますけども、この内容を見ると、もうブロック買ったりいろいろしますけ

ども、これ買うのはいいんですけども、買ったときに例えば子供たちが来たときに、クリエイティ

ブということで、創造という部分でいろんな形つくると思うんですよ。船だとか怪獣だとか、そう

いう何かマニュアルはあるんでしょうか。ただ置いておいただけだと、結果的にはこういうの買っ

ていいですよというのわかるんだけども、そこの職員も含めて、こういうことはできるのかという

ことをやらないと、結果的には置いただけで終わっちゃうような気がしてならないんですよ。それ

プラス来たときに、きょうはこういうあれをブロック組んで勉強しますよ、遊びますよという何か

あるのか。例えば簡単なこと言えば、ジグソーパズルみたいなもんですね、一つの例で言えば。そ

の中でこれをつくるのはいろいろなクリエイティブな部分があるということですけども、そういう

買ったはいいけど、ここを利用する子供たちの利用する何かシステムというか、ソフトは、頭の中

のソフトはあるんですか。それがちょっと聞きたいことがまず１つ。 

  次に、233ページの消防費、これのところの消防水利の浚渫工事、これというのが約80万発生して

いるんですけども、この中で過去にこの浚渫、ここはやってあるのかどうかと。そうするともう一

つは、今後、これは水槽のとこですから、何年かごとに浚渫やらなければいけないかなというふう

に感じるんですよ。そうしたときに、防火水槽という形で埋め込み型がいいのか、今町でやってい
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る立体側がいいのか、この辺も含めて検討した上で出ているのか、この２点ちょっと聞かせてくだ

さい。 

〇議長（仙海直樹） 子ども未来室長。 

〇子ども未来室長（金泉嘉昭） 226ページ、多世代交流館費の備品購入の関係でございます。室内遊

具につきましては、今ほど議員さんのほうからお話ございましたとおり、使用の方法等につきまし

てはきらりのスタッフ、主に保育士を中心としまして研修を行い、子供たちに指導をしていくとい

うことでございますし、それぞれ購入した内容につきましても、大型積み木につきましては調和や

協調性を育む、また崩れても失敗を恐れないというようなところで、そういった教育的な目的もご

ざいますし、連結ブロックにつきましてはやはり自立性や創造性を育てるというような目的がござ

いますので、それぞれに合った指導方法を行いながら、冬場子供たちが健全に遊べるというような

ものを考えていきたいと思っております。 

  以上です。 

〇議長（仙海直樹） 総務課長。 

〇総務課長（河野照郎） 233ページの消防費、消防水利浚渫工事でございます。これは、過去に今の

手すりを整備するときに若干浚渫をしたのがございます。ただ、何年度ごろかというのは、ちょっ

と申しわけございません、今資料を持ち合わせておりません。 

  今回は、下のグラウンドのところの排水路の整備工事を改修することに当たりまして、その工事

とあわせて現在の水利を、上のため池をより防火水槽に使用できるような形にあわせて整備すると

いうものの浚渫工事でございます。将来的にあそこに防火水槽をつくるかつくらないかというのは、

非常にあそこの水量が多くありますので、あれを有効活用することのほうが現段階では経済的では

ないかというふうな判断をしているところでございますが、今ほどご指摘のとおり、何度も浚渫が

重なるようであって、維持費が重なるというふうな諸般の事情があれば、今後また最も適切な消防

力強化に当たります施設整備を検討していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願

い申し上げます。 

〇議長（仙海直樹） ６番、加藤議員。 

〇６番（加藤修三） 説明ありがとうございました。ここのやっぱり防火水槽というあそこを見ます

と、山のとこに置いてあるから、どこの池もそうですよね。ちょっと見ない間にどんどん、どんど

ん泥がたまってきて、結果的には何年後にまたこういうお金がかかっちゃうというような形にする

んではなくて、逆に言ったらその部分結構広いですから、有効活用する何かも含めてやるというよ

うな形をとっていかなければいけないかなと私は考えるんですよ。泥がたまった。ああ、当然これ

でまた80万かかるんだや。あっ、たまったや何だというような形であればだめだということを頭に

入れて、より有効な形をとっていただきたいというふうに考えます。 

  その前のここの多世代交流館のとこですけども、この中で天然木を利用したということなんです
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けども、うちの町には林業の振興がありますね。そういう中で、町の林業業者経由でも見積もりを

とった上で、当町の林業関係のとこでもそういうものが何かあるんだよ、そういう流れがあるんだ

よということで、見積もりをとった中で、この町のエリアの資産を利用したものでできるんであれ

ばやってもらいたいなという考えも１つあるんですけども、その辺はいかがでしょうか。 

〇議長（仙海直樹） 子ども未来室長。 

〇子ども未来室長（金泉嘉昭） 今回の遊具の中では天然木を使用したものはございませんで、そう

いった形に天然木の風合いというような形のもののやわらかい形のお子さんがさわってぶつかって

も安心できるというような遊具でございます。また、今ほどご指摘ございましたとおり、町のそう

いった天然木を使ったもの、今回、この前なんですけども、やはりそういった積み木、ちっちゃい

積み木なんですけれども、自然木を使ったもの、そういったものも町内のほうから購入をしてござ

いますので、今後もそういったものがございましたら、ぜひとも活用していきたいというふうに思

っております。よろしくお願いいたします。 

〇議長（仙海直樹） よろしいですね。ほかにありませんか。 

  ７番、三輪議員。 

〇７番（三輪 正） 241ページ、ちょっとお願いしますが。債務負担行為ということで、これちょっ

と聞かせていただきたいんですが、この中に社会福祉法人の中で、てらどまりの建設資金の元利償

還金ということで、限度額が9,983万で、今まで9,023万、今後支出予定ということで711万分、これ

当初出雲崎町に割り当てられた負担が9,983万円で、これを年度によって支払いしていくということ

なんでしょうか。 

  それと、寺泊の、この出雲崎町の入所ができる権利というか、その辺何人くらいになっているの

か、そこを聞かせていただきたいと思います。 

〇議長（仙海直樹） 総務課長。 

〇総務課長（河野照郎） 債務負担行為の調書でございます。これは、この債務負担行為の議決をし

たのは平成７年度からですので、平成７年ころの協定内容に基づく今年度に債務が発生するために

議決を得たものでございます。その後、毎年お金の動きを調書という形で予算書に参考資料として

示しているものでございます。当時は、関係市町村のほうでそれぞれ負担割合を協定を結びまして、

建設に当たる元利償還金を補助しましょうという形で債務負担の議決をいただいたところでござい

ます。したがいまして、現在は介護保険事業が始まっておりまして、ベッド枠とか、そういった形

ではございませんで、いわゆる法令に基づき介護サービスを受けるというふうな形になっているも

のでございますが、当時の協定について、これが最後終わるまでこの補助をしていくというふうな

内容の調書を示したものでございます。 

〇議長（仙海直樹） ７番、三輪議員。 

〇７番（三輪 正） そうしますと、あと711万8,000円と、これが１つ今後支出予定のあるというこ
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とですね。それと、先ほどお願いしました何名くらい出雲崎の方は入所ができるのか。 

〇議長（仙海直樹） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（権田孝夫） 入所者の人数の枠というのは特に決まっておりませんので、もし参考

までに今入っている人数等を知りたいのであれば、後でまた示させていただきたいと思いますが、

それでよろしいでしょうか。 

〇議長（仙海直樹） よろしいですか。 

               〔「はい」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） ほかにありませんか。 

  １番、小黒議員。 

〇１番（小黒博泰） 229ページの４目の農地費の中の18節備品購入費で、パソコン、カラー複合機40万、

これ資料説明の中で西越センターに31年から多面的機能支払い交付金事業で、センターに広域活動

組織事務局で使用するものとありますけれども、この事務局というのは新たに常駐の職員か何かを

置いて設置するのか、それともただパソコンだけを置くのか、お聞かせ願いたいのと、もう一つが

232ページの道路橋りょう費ですか、３目の道路新設改良費で、これ先ほど旧出小の道路新設でもっ

て620万上がっていますけれども、資料説明の中では、資料説明の６ページですか、ここに土木費の

事業概要の中で、事業規模でもって改良工事でもって620万、その下に舗装工事で360万とあるんで

すけども、今回この改良工事の620万の中に舗装は入っていないのか、それとも620万のうちの舗装

工事が360万なのか、ちょっと聞かせてください。 

〇議長（仙海直樹） 産業観光課長。 

〇産業観光課長（大矢正人） 多面的機能支払い交付金の事業ですけども、予定しているのは現在17あ

る団体の中から事務をまとめていただく方をお願いをしてというふうな予定でいますので、常駐で

はなくて必要なときにそこの西越センターに来ていただいて、そこで事務をするという予定にして

おります。 

  以上です。 

〇議長（仙海直樹） 建設課長。 

〇建設課長（小崎一博） 歳出232ページ、３目の道路新設改良費、15節工事請負費でございます。確

かに小黒議員の言われるとおり資料と予算の追加620万、ちょっとずれがございますけども、これに

つきましては道路改良工事620万円、舗装工事360万円、合わせて980万円を計上しております。ただ、

この同じ15節の中で松本団地２号線と小木常楽寺線、精算見込みがつきましたので、減額360万をし

ております。合わせますと、記載のとおりの追加ということになるものでございます。 

  以上でございます。 

〇議長（仙海直樹） １番、小黒議員。 

〇１番（小黒博泰） １つ目の西越センターの常駐じゃないということで、必要なときだけと。その
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職員というのはどちらから来るのか教えてください。 

〇議長（仙海直樹） 産業観光課長。 

〇産業観光課長（大矢正人） 今のところ団体の中からお願いをしている状況なので、また正式に決

まりましたら、皆さんのほうにお話をしたいと思っています。 

〇議長（仙海直樹） ほかにありませんか。 

  ４番、高橋議員。 

〇４番（高橋速円） 223ページ、デマンドのところをお尋ねいたします。 

  27万ということで、資料の２ページですか、そのところに事業規模というところで、補助対象経

費で初年度備品経費、あるいは雇い上げ賃金と、こういうことになっているんですが、この備品と

かというのは具体的にはどういうことなんでしょうか。 

  それから、雇い上げ賃金というと、時間的なことで人件費を見込んでいるのか、その辺はどうな

んでしょうか。お尋ねします。 

〇議長（仙海直樹） 総務課長。 

〇総務課長（河野照郎） 説明資料２ページのところでございます。このたびの補助金の考え方とい

たしましては、できれば来年度４月からスムーズにデマンド交通を実施していきたいと。そのため

の準備を今年度中にやっておきたいというものでございます。対象と今考えておりますのは、初度

備品、いわゆる新たに電話を入れなきゃいけない、机を置かなきゃいけない、そういった調度品の

経費も補助としてみたいというものと、雇い上げ賃金につきましては、さきにも議員の皆様からご

指摘をいただいた、いわゆる受け付けオペレーター、この研修を今年度中に終わらせておく必要が

あるということによるもので、ある程度の段階で今年度中に雇用をして、先進地の研修も踏まえて、

４月からは順調にスタートできる、その事前の準備経費については補助金として手当てしたいとい

うふうな考え方に基づく補助金を予算計上させていただいております。 

  この補助金の制度設計につきましては、またご意見を頂戴した中で、今後制度設計をしていく予

定にしておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（仙海直樹） ４番、高橋議員。 

〇４番（高橋速円） 要は非常に極めて抽象的な答弁のように私には聞こえるんですが、要はまだこ

れから制度設計つくる意味で、もっとこれから精査するという解釈でいいですね。 

〇議長（仙海直樹） 総務課長。 

〇総務課長（河野照郎） 今回予算として数字を上げさせていただいておりますので、基本的な考え

方といたしましてはここの事業内容に記載したのが骨格となります。この数値を積み上げた中で

27万程度の補助金は必要であろうというふうな積算をして、予算を計上させていただいているとこ

ろでございます。 

〇議長（仙海直樹） ほかにありませんか。 
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  ６番、加藤議員。 

〇６番（加藤修三） 229ページの、これは農地費の先ほどの備品購入のパソコン、カラー複合機とい

うとこの金額についてですけども、これは15万8,000円のものを買うのか。今まで借りてメンテナン

ス費用とかいう形であったんですけども、複合機、これはどういう複合機で、これ24万2,000円のレ

ベルなのかどうかと。私から言ったら、ここの平成31年から多目的、これでここの広域的で事務局

を置いてやるという話の中で、来たときにやるという中で、この15万8,000円という大容量のパソコ

ンが要るのかどうか。俺から見りゃこんなもん７万もあれば十分だというふうに理解しているんで

すよ。例えばあとカラー複合機、ただプリンターであるんであれば、これについてはこんなもの今

なんか２万円ぐらいで買えますよね。これどうしてもカラー複合機じゃなけりゃいけないのかどう

か。Ａ４レベルのもので、多分ここでいう形ではそれぐらいの処理だと思うんですよ。それと、こ

こでやるに当たって、ネットが当然つながっているということだとも思うんですけども、そういう

中でやる中で、こんな高い金額が本当に妥当性があるのかなということをちょっと、僕は自分で使

っているからわかるんですけども、おかしいなと思うんですけども、その辺いかがでしょうか。 

〇議長（仙海直樹） 産業観光課長。 

〇産業観光課長（大矢正人） パソコンにつきましては、今のところ富士通のパソコンを予定をして

おります。それと、あとパソコンの単価にプラス設定費用を若干見ておりますので、機器の導入の

設定費用の分がパソコンで２万円程度かかっております。 

  それから、カラー複合機ですけども、Ａ３の複合機を予定をしております。17の団体から資料を

提出していただいて、それを写真等もありますので、それをカラーで出力するというのと、あとス

キャナー機能が必要だということで、この機械を選定をさせていただきました。 

  以上です。 

〇議長（仙海直樹） ６番、加藤議員。 

〇６番（加藤修三） 富士通だとか、そんな誰が、ブックだとかそんなん関係ないんですよ、私が聞

いているのは。この金額に合った要するに容量のでかいパソコンなのかどうか。スキャナーなんか、

今普通のプリンターついていますよ。スキャナーだけ買ったって２万ぐらいでできますよ。こんな

もんどこでも行って、じゃ私に相談してください。値段下げられる部分であれば下げてもらっても

結構だと。もうちょっと検討していただけませんか。 

  以上です。 

〇議長（仙海直樹） ほかにありませんか。 

  ５番、髙桑議員。 

〇５番（髙桑佳子） お願いします。225ページ、民生費の中で社会福祉費、障害者福祉費の７、相談

員賃金が180万円ほど減額になっておりますけれども、これ募集をかけたけれども、適当な方が見つ

からなかったということで減額になっているというご説明だったんですが、この障害者福祉の相談
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員さんというのは、この業界では非常に今手不足で、１人でも多いほうがいいというのはよく承知

しておりますが、どういうお仕事をされる方がこの相談員として募集ができなかったのか。これか

ら今後どういう見通しがあるのかということを１つ教えていただきたいと思います。 

〇議長（仙海直樹） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（権田孝夫） 現在町の障害者の皆さんからの一般相談につきましては、相談支援セ

ンターのハーモニーに委託をしております。しかし、最近障害者の方もいろんな事情なり環境なり

の違いがありまして、直接町庁舎のほうに相談においでになる方もいらっしゃるような状況になっ

ております。それに伴いまして、保健師等の専門職のほうの負担が増えているのも実情です。そう

いったことで、当初予算の要求の段階では町のほうにも相談員を設置して、それらの対応をしてい

きたいということで、予算要求の段階ではある程度雇用見込みがあったということで要求させてい

ただいたんですが、その後ちょっと事情が変わりまして、いろんなほかの福祉施設等にも探してみ

たんですが、残念ながら適当な方がいらっしゃらなかったということで、今回減額をさせていただ

いております。新年度に向けては、また改めてハーモニーさんともそういった相談体制について相

談をしながら、もしまた必要であれば新年度予算に計上するなり、今後ちょっと検討をさせていた

だきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（仙海直樹） ５番、髙桑議員。 

〇５番（髙桑佳子） 承知しました。障害者の方の相談に当たるというのは、非常に難しいデリケー

トな面を持ち合わせておりますし、役場の保健師さんが相談を受けてくださるにしても、非常にや

っぱりそういういろんな思いをもらってしまうようなところがあるように聞いております。ぜひ手

が増えるのであれば、今後ともこの相談員さんを探していただくのを手を緩めずに続けていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

〇議長（仙海直樹） ほかに質疑ありませんか。 

  ９番、諸橋議員。 

〇９番（諸橋和史） 233ページ、５項の３目住宅環境整備費、19節、502万円という新生活スーパー

住まい取得・リフォームということで、大分金額が上がっておる。非常に喜ばしいことだと私個人

は思っておるんですけども、今これの補正の中でどれぐらいの人数の方で大体申請なされたのか、

ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

〇議長（仙海直樹） 建設課長。 

〇建設課長（小崎一博） 223ページ、３目住宅環境整備費の負担金、交付金、新生活スーパー住まい

取得・リフォーム支援補助金でございます。今のところ、申し出の方が18名いらっしゃいます。た

だ、今現在の予算としては16名分の確保しかございませんので、残りの２名分の方にはまだ確定で

はありませんということをお伝えしております。さらに追加で３名の方、相談が来ております。そ

の方の分を含めますと、トータルで今年度については21名の方ということになります。ですので、
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補正分の502万円分については今保留している２名分の方、新規の方３名、合わせて５名分の方の予

算の追加となります。今年度につきましては、最終計を想像しますと、新築の方が10名、リフォー

ムの方が８名、中古住宅購入の方が３名というふうな申し出の状況となってございます。 

  以上でございます。 

〇議長（仙海直樹） ９番、諸橋議員。 

〇９番（諸橋和史） もう一度確認しますけども、現在16名ということで、18名の応募があって、３

名の応募者があると、こういうことですね。 

〇議長（仙海直樹） 建設課長。 

〇建設課長（小崎一博） 今申し出をされている方は18名いらっしゃいます。ただ、今現在の予算上

では16名分しかございませんので、２名分につきましては保留ということにさせていただいており

ます。さらに追加で３名の方の申し出、相談がございますので、保留している２名プラス新たな申

し出をしようとしている３名分の方の予算を追加させていただいております。 

〇議長（仙海直樹） ９番、諸橋議員。 

〇９番（諸橋和史） ぜひ頑張ってもらって、町に定住促進のためにもひとつお願いしたいと思いま

す。 

  以上です。 

〇議長（仙海直樹） ほかにありませんか。 

  ３番、中野議員。 

〇３番（中野勝正） それでは、217ページと218ページにまたがるわけでございますが、歳入になり

ます。歳入の中で保険基盤安定負担金、国のほうと、また県のほうで保険基盤安定負担金の中で当

町に入っているわけでございますが、この中の説明、今後どのようになっていくのか、わかりまし

たら説明お願いします。 

〇議長（仙海直樹） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（権田孝夫） こちらの国、県の負担金両方ともですが、国、県の制度に基づいて歳

入として予算化したものでありまして、これをそのまま国保会計のほうに繰り出しをするというこ

とです。 

  以上です。 

〇議長（仙海直樹） ３番、中野議員。 

〇３番（中野勝正） その中でちょっとお聞きしたいんですが、先般４月から国民健康保険の関係が

国から今度県に移管されるという中で、県運営の中で来た中で、県から今度は各市町村にこういう

お金が来るようになるんだろうと思いますが、この資料から見させていただいた場合は、今回にお

いては国もくれるし、県もくれるというように見受けられますけども、今後の関係も来年以降もこ

のような関係で当町にお金が入るようになるわけでしょうか。 
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〇議長（仙海直樹） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（権田孝夫） こちらの負担金は、制度改正には関係なくて、今までの国保制度の中

でもいただいている負担金でありますので、これは今後も継続されると思います。 

  以上です。 

〇議長（仙海直樹） ３番、中野議員。 

〇３番（中野勝正） 今の説明の中で、今後も継続されるということですので、活用していただきた

いと思います。 

  続きまして、228ページお願いします。松本バス停用地買収費、この中で資料にも載っているわけ

でございますが、１平米当たり１万3,000円と、100平米を買うという中で、資料に載っているわけ

でございますが、この金額を国道関係ですので、高いか安いかあるだろうと思われますけども、こ

の辺の売り買いの関係で、この考え方としてはどのような考え方でこの金額が設定されたんでしょ

うか。 

〇議長（仙海直樹） 建設課長。 

〇建設課長（小崎一博） 228ページ、17節公有財産購入費130万円でございます。ここのときについ

ては、当然のことながら所有者の方と交渉しております。事情をお聞きしましたところ、その所有

者の方は相続した土地ではなく、自分が昭和40年ころというふうに聞いておりますけども、新たに

購入した土地であるというふうなことをおっしゃっておられました。その方、買収単価は、金額は

あるわけでございますが、私どもとして、町としてこの１万3,000円よりも若干下がる金額で当初交

渉を始めております。ただ、その方いわく、これは土地使用法による道路事業等というのに該当し

ませんので、税金的に有利なものには該当はしません。そうしますと、例えば100万円の売買実績が

ありますと、約25万円ほど、25％税金で取られてしまいます。そうしますと、当初町が示した単価

では当時自分が買い求めた単価よりも低いものになってしまうと、これは納得できませんというお

話を受けました。その方を対象に土地使用法の対象にならない場合、どれくらいの金額になるかと

いうことを算定いたしましたところ、１平方メートル当たり１万3,000円ということになります。そ

うしますと、約130万円から30万円程度は税金で取られてしまうと。所得税、住民税、あとは後期高

齢者保険料等々にはね返ってまいりますので、その辺が増額時引かれてしまうというものでござい

ます。その辺が引かれた後の残る金額が当時自分が買い求めた平米単価とほぼ同じというあたりを

出しますと、１万3,000円という単価になるものでございます。 

〇議長（仙海直樹） ３番、中野議員。 

〇３番（中野勝正） 大変詳しい説明ありがとうございます。 

  次に、232ページお願いします。232ページの道路維持費の２目の中で、町道維持修繕工事減の

120万、これなっているわけでございますが、町のいろんなところで要望、修理は私なりにも見ます

と修理していただきたいのがあるなというふうに認識しているんですけども、この減というのはや
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はり要望がなかったのか、それとも町の建設課等で見たときに、これはしないでもいいよというよ

うな認識の中でこのような減になったのか、お聞かせください。 

〇議長（仙海直樹） 建設課長。 

〇建設課長（小崎一博） 232ページ、道路維持費、工事請負費でございます。道路維持修繕工事減額

120万円につきましては、町道六郎女線等々の排水路整備を計画していたものでございます。延長的

にちょっと短くして、道路側溝整備が可能でございましたので、その分を減額させていただきまし

た。ただし、スノーポール等、あとは道路側溝ぶた等々の交通安全施設関係については不足してお

りますので、追加させております。当初予定していた道路修繕工事分につきましては、減額して今

回させていただきたいということでございます。 

〇議長（仙海直樹） ３番、中野議員。 

〇３番（中野勝正） ありがとうございます。その中で例えばこの修繕減になった分がいたんであれ

ば、ほかのとこから要望等があったら、それをかえるというんですか、その要望を受け入れてやれ

るというような考え方はできるんでしょうか。 

〇議長（仙海直樹） 建設課長。 

〇建設課長（小崎一博） 交通安全修繕工事追加させていただいておりますし、今回の予算書には載

ってございませんけども、11節道路修繕料でも予算がございますので、その辺で対応させていただ

きたいというふうに思っております。 

〇議長（仙海直樹） この際、暫時休憩をいたします。 

                                   （午前１０時４０分） 

                                             

〇議長（仙海直樹） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                   （午前１０時５０分） 

                                             

〇議長（仙海直樹） 日程第10、議案第76号 平成30年度出雲崎町一般会計補正予算（第５号）につ

いての質疑を再開いたします。 

  質疑はありませんか。 

  ２番、中川議員。 

〇２番（中川正弘） 考え方をちょっと聞きたいんですけど、233ページの消防施設のところ、今まで

も問題になっております消防水利浚渫工事、旧出小のため池82万でございますけども、実は出雲崎

小学校では以前あのため池が子供が落ちたときに危ない、危険な場所だということで、こっそりで

すけど、草刈りしたときの草をみんな捨てていたんです。そして、子供が落ちたときに深みにはま

らないように浅く、浅くしていたんです。消防水利という感覚はなかったです。ですから、今あそ

こにやはり福祉施設が入ってやっておられますけれども、浚渫することがいいことなのかな。確か
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にため池を消防水利として利用するならば、現場まだ私確認していませんけども、浚渫しなければ

ならないんでしょうけども、今まで各出小の校長先生は草刈りをするたびにため池に捨てていたん

です。捨てることによって、どんどん、どんどんため池を浅くして、子供たちが落ちても大丈夫な

ようにしていたんです。私は、決してそのときに悪いことをしているとは認識なかったんで、私も

一生懸命草捨てていましたけども、今そこを浚渫して消防水利に利用するということは、悪いこと

ではないと思うんですけど、ただ安全という面で考えたときに、深くしてしまって、果たしていい

んだろうかな。かえって、ここに防火水槽なりをあれだけ空き地があるんですから、設置したほう

が理にかなうんじゃないかなと思いますけど、その考え方についてどう思われますか。 

〇議長（仙海直樹） 総務課長。 

〇総務課長（河野照郎） 米田の旧出雲崎小学校周辺の現在の水利計画といたしましては、あのため

池と消火栓を利用することになっております。まず、消火栓については水路の末端であるというこ

とで、一線を引いた段階で２線目は圧がなくて使用が非常に困難であるというふうな状況の消火栓

でございます。あと、ため池につきましては、今下のほうに町道のところまで管が伏せてございま

して、それをひねることによって、そこの水利が出ると、バケットがございまして、そこにためら

れるという構造にはなってはおるんですが、残念ながらうまく機能していないということで、最悪

の場合はあそこに蛇籠を入れて消火に当たるというふうなことで、手すりの整備をしているところ

でございます。今後につきまして防火水槽を設置したらどうかというのは、今後の研究課題として

検討はさせていただきますが、このたび水路整備とあわせて、今あるあれだけの水量がありますの

で、一方でまた消火栓の活用が十分にできないという地区ですので、当面は今の水利計画のとおり、

あのため池をいざというときの消防水利として使用できる体制にするのが望ましいのではないかと

いうふうなことで、今回浚渫工事を上げさせていただきました。よろしくご理解願います。 

〇議長（仙海直樹） ２番、中川議員。 

〇２番（中川正弘） その当時の水利という考え方は、消火栓もありましたけど、プールがあるんで

すよ。プールに水を張っておけば、あのため池以上の水利になるんじゃないでしょうか。それで、

プールには立入禁止の柵ができますから、そこに子供たちが入ることはない。まして、昔はビニー

ルハウスもありましたから、入ることはなかったんです。ですから、今屋外ですから、このため池

というのは誰がどこからでも入っていけるような状況になっていますし、浚渫することは悪いこと

だと思いませんけど、安全という面で後々安全が担保されているのかどうかということを考えたと

きに、町は危ないんじゃないかなというふうに思うんですよ。もし何かあったときに、あのときの

浚渫で深くなったせいだと言われたら困るなと思っているんですけども。私は結論を求めませんが、

ここを浚渫するよりも、私はプールという大きなああいう容量の水がある。かえってもっと水が欲

しいならば、ほかの方法があるんじゃないかなというふうに思います。今せっかくこの予算を組み

上げてこられてやるんでしょうけども、あのため池がなくてもいいような消防水利の考え方をかえ



 - 25 - 

ってなさったほうが、安全面からしてそこにいろいろな人が通る、安全面からしていいのかなとい

うふうに思います。私は、歴代の校長があそこを草木で埋めていたのを決して悪いことだとは思い

ません。かえってそうやって安全面を担保してきたことが、私は事故につながらなかったいいこと

だなと思っています。今回、ここを浚渫することによって安全が脅かされることのないようによろ

しくご配慮、柵等をつくるとか、ご配慮をお願いいたします。また、長い目で見て、ここのため池

よりも防火水槽をつくったほうがいいのか、その辺のこともあわせて考え願いたいと思います。 

  以上です。 

〇議長（仙海直樹） ほかに質疑ありませんか。 

  ７番、三輪議員。 

〇７番（三輪 正） 226ページ、児童措置費のほう、保育対策ということで310万の予算ということ

ですが、それで資料のほうにありますので、そこをちょっと見ますと、これは資料の３ページ、保

育補助者に対して補助を出すということなんですが、ここまで来ますと、これは平成30年度の補助

なんでしょうか。そうすると、あと期間が幾らもないわけですが、この中に全てもし消化できなか

ったら返還するようになるのか、それともこの補助者というのはどの程度のことまでの方を補助者

と言うのか。 

  それともう一つ、出雲崎保育園が２名、小木ノ城保育園が１名ということ、これは各保育園のほ

うから要望が出ているのか、それともある程度定員というか、入園者の比率である程度補助を出す

のか、その辺をお聞かせいただきたい。 

〇議長（仙海直樹） 子ども未来室長。 

〇子ども未来室長（金泉嘉昭） こちらの補助の関係でございます。期間につきましては、30年度、

４月からの年度いっぱい、12カ月分ということで、今回補助のほうの申請となっております。 

  そして、この補助者につきましては、保育士資格を持たなくて、保育士さんのあくまで補助とい

うような形のものでやっていただくというものでございまして、金額のほう、人数等については特

に制限ございませんけれども、各保育園、今回出雲崎保育園におきましては４月から７月までが時

給の方がお一人、そして８月から３月までは月給の方ということで、合計で160万円申請が上がって

おります。小木ノ城保育園につきましては、月給の方がお一人で、150万円ということで、310万円

という内容でございます。 

  以上でございます。 

〇議長（仙海直樹） ７番、三輪議員。 

〇７番（三輪 正） そうしますと、例えば時給の方とか１日の方とフルの方とかありますが、これ

はあくまでも実績に対してという形になるわけですね。 

〇議長（仙海直樹） 子ども未来室長。 

〇子ども未来室長（金泉嘉昭） 今ほど議員のおっしゃるとおりで、実績に対しましての補助という
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ことでございまして、国が４分の３、県が８分の１、町が８分の１という割合の補助でございます。 

  以上です。 

〇議長（仙海直樹） ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、安達議員。 

〇８番（安達一雄） ちょっと参考のためにお伺いいたしたいと思いますが、228ページ、労働諸費の

17節、松本バス停の用地買収されるわけですけれども、あそこにはたし石仏が７つぐらいあったと

思いますが、それもその買収されたところにおさまるのか。 

  もう一つは、そのバス停を新しく建てられるのかをちょっと参考のためにお聞かせ願いたいと思

います。 

〇議長（仙海直樹） 建設課長。 

〇建設課長（小崎一博） 228ページ、公有財産購入費の件でございます。石仏が今のバス停のとこに

ございます。桜の木も立っております。石仏につきましては、松本集落、地元の方が適所に移設さ

れるというふうなことになっております。 

  バス停につきましては、今の既存のバス停を新たに買収した土地、仮設的になろうかと思います

けども、置きまして、しばらくは今のバス停を使うと。ただし、団地造成がある程度仕上がって、

352の改良工事の進みぐあい等々を見ながら、周りの風景を眺めて、こういうバス停をつくりたいと

いうことを決めて、そのバス停を新たに建築させていただくという予定になっております。 

〇議長（仙海直樹） ほかに質疑ありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第76号は、会議規則第39条第３項の規定によ

り、委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第76号は委員会付託を省略することに決定しました。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第76号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第76号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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               〔起立全員〕 

〇議長（仙海直樹） 起立全員です。 

  したがって、議案第76号は原案のとおり可決することに決定しました。 

                                             

    ◎議案第７７号 平成３０年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

            ３号）について                      

〇議長（仙海直樹） 日程第11、議案第77号 平成30年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第３号）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  町長。 

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第77号、国保特会補正予算につきましてご説明を

申し上げます。 

  歳出予算におきましては、１款の総務費に人件費関係及び国保事業報告システム改修委託料27万

5,000円を追加し、２款の保険給付費は決算見込み額に基づきまして2,132万6,000円を追加しまし

た。また、５款の基金積立金に2,300万円を追加し、国保財政調整基金に積み立てます。 

  一方、歳入予算では、歳入見込み額に基づきまして、１款の国民健康保険税を498万円減額いたし

まして、６款県支出金を27万円追加、８款の繰入金109万8,000円を追加しました。また、９款の繰

越金には4,821万3,000円を追加し、前年度繰越金を全額予算計上いたしました。 

  これによりまして、今回の補正は歳入歳出それぞれ4,460万1,000円を追加し、予算総額を６億

437万3,000円とするものでございます。 

  よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 

〇議長（仙海直樹） 補足説明がありましたら、これを許します。 

  保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（権田孝夫） 補足説明をさせていただきます。 

  補正予算書の234ページからお願いいたします。歳出予算では、１款総務費に元号改正に伴う国保

事業報告システム改修委託料を追加しており、この経費は全額県特別交付金が充当されます。 

  ２款保険給付費では、１項療養諸費に873万3,000円を、２項高額療養費に1,259万3,000円を追加

しています。今年度の医療費は、今のところ前年度を上回る見込みであり、今後の所要見込み額を

踏まえて追加計上いたしました。 

  また、237ページの５款基金積立金では、国保財政調整基金に2,300万円を積み立てるものであり、

これによりまして同基金の年度末残高は7,662万7,000円となる見込みです。 

  補足は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（仙海直樹） これから質疑を行います。質疑にはページ、目、節を添えてお願いをいたしま
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す。質疑ありませんか。 

  ９番、諸橋議員。 

〇９番（諸橋和史） 235ページ、２款１目で一般被保険者高額療養費追加というのが非常に大きい、

高額医療ですから仕方ないと言えば仕方ないんですけど、いろいろな集計でなり、ＣＫＤなどの方

法をこの町はとっておるわけなんですけども、ここに来てこれだけの数値が出るというのは何名ぐ

らいの高額医療の負担があるのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

〇議長（仙海直樹） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（権田孝夫） 人数的なものは細かく把握はしておりませんが、今まで11月までの利

用実績等を踏まえまして決算見込みに基づきまして、今回増額補正をさせていただいております。 

  以上です。 

〇議長（仙海直樹） ほかに質疑ありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第77号は、会議規則第39条第３項の規定によ

り、委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第77号は委員会付託を省略することに決定しました。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第77号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第77号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               〔起立全員〕 

〇議長（仙海直樹） 起立全員です。 

  したがって、議案第77号は原案のとおり可決されました。 

                                             

    ◎議案第７８号 平成３０年度出雲崎町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

            について                          

〇議長（仙海直樹） 日程第12、議案第78号 平成30年度出雲崎町介護保険事業特別会計補正予算（第
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３号）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  町長。 

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第78号、介護特会補正予算につきましてご説明を

申し上げます。 

  歳出予算につきましては、１款の総務費に人件費関係６万5,000円を追加し、２款の保険給付費は

決算見込み額に基づきまして3,000万円減額いたしました。 

  また、４款の地域支援事業費は、地域介護予防活動支援事業の関係予算25万6,000円を追加してお

ります。 

  一方、歳入予算では、歳入見込み額に基づきまして、３款の国庫支出金、４款の支払基金交付金、

５款の県支出金及び７款の繰入金をそれぞれ減額をいたしました。 

  これによりまして、今回の補正は歳入歳出それぞれ2,967万9,000円を減額し、予算総額を６億

8,063万6,000円とするものでございます。 

  よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 

〇議長（仙海直樹） 補足説明がありましたら、これを許します。 

  保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（権田孝夫） 補足説明をさせていただきます。 

  補正予算書の247ページからお願いいたします。歳出予算の２款保険給付費では、要介護者の減少

等によりまして介護サービス給付費を3,000万円減額しております。 

  次に、４款地域支援事業費では、地域介護予防活動支援事業としまして、八手地区をモデル地区

とした新しい居場所づくりに向けた関係予算25万6,000円を計上しております。 

  なお、議会資料の９ページと17、18ページに新しい居場所づくりの事業概要等がありますので、

参考にしてください。 

  補足は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（仙海直樹） これから質疑を行います。質疑にはページ、目、節を添えてお願いをいたしま

す。質疑ありませんか。 

  ３番、中野議員。 

〇３番（中野勝正） 248ページ、今の説明の中で、地域介護予防活動支援事業報償ということで、大

変これいいことだと思っているんですが、これに準じて社協さんのほうで、今現にこういう似たの

をやっているわけでございますが、この社協との結びつきみたいなことをどのように整理されてい

ますか。 

〇議長（仙海直樹） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（権田孝夫） 現在社会福祉協議会のほうでは地区サロンを現在14カ所、それから生
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きがいデイサービスを４地区で週１回ずつふれあいの里のほうで行っております。今回要求させて

いただいています新しい居場所づくり事業につきましては、そういった地区サロンと若干内容が違

っております。地区サロンの場合は、多少元気のいい仲間の皆さんが集まって、ある程度のプログ

ラム等を決めた中で、決まった時間の中で活動をするようなものでありますが、今回のこの新しい

居場所というものは、時間はある程度決まっておりますが、自由に出入りといいますか、そういっ

たものをしていただいて、自由な時間をそこで過ごしていただいて、ほかの仲間の皆さんとおしゃ

べりを中心に過ごしていただくような、気軽に過ごせるような場所づくりを現在目指しております。

今介護予防のほうでそういった人と接する機会、お話をする機会をもっと増やしましょうというよ

うな動きも進んでおりますので、なかなか出づらい方も正直言って多いかと思います。若干体の弱

っている方もいらっしゃるかもしれません。そういったなかなかサロン等に出れないような方をぜ

ひこういった居場所のほうに導いていければと思いまして、こういった事業をスタートさせていき

たいと思っております。 

  以上です。 

〇議長（仙海直樹） ３番、中野議員。 

〇３番（中野勝正） 説明ありがとうございました。 

  これも新潟市のほうでこういうのを先進的にやっている河田珪子先生が新潟県でやっていまし

て、それを参考にこういうふうになっているんじゃないかと考えているんですけども、ここをつく

ることは非常にいいんですけども、そうするとスタッフが要るわけです。その中で資料の中にもい

ろいろ書いてあるわけですが、お金の出し方、出しようが今後必要になってくると思いますけども、

この出しようは町が全額見るのか、それとも八手地区の例と出せば協議会になるのか、何になるか

わかりませんけども、そういう名前の中で管理されるのか、その辺はまた社協がそこに入って応援、

協力してくれるのか、その辺はどういうふうに考えたらよろしいでしょうか。 

〇議長（仙海直樹） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（権田孝夫） 運営等のスタッフにつきましては、当初は昨年から協議体というもの

をつくっておりまして、この事業の推進に向けて取り組んでいるわけですが、そういった協議会の

委員の中でお手伝いいただける方、それから地元の八手地区のほうで手伝っていただける方が今の

ところ数名いらっしゃいます。そういった方々を中心に、まずは準備を重ねていきながら開設に向

けていきたいと思っております。利用される方からは、多少ですが、利用料、それから昼食をとら

れる方には昼食の若干ですけども経費をいただくようにしておりますし、また同じくスタッフのほ

うも一緒にその時間を過ごしていただくという意味で、若干ですが、昼食代なり、そういった経費

は取らせていただきますが、それ以外につきましては町のほうの経費、ただその経費には国、県等

の特定財源が充てられるようになっております。 

  以上です。 
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〇議長（仙海直樹） ほかに質疑ありませんか。 

  ６番、加藤議員。 

〇６番（加藤修三） 非常にいいことで、八手地区のここで最初実施するんですけども、これについ

ての利用なんですけども、週１回やる中で、八手地区以外の人も利用できるのかどうかということ

と、今後八手地区以外にも広げていきたいという考えがあるという中で、概略スケジュールは一応

あるのかどうか。その中でちょっと考えるのは、じゃ私たちの、私がいる町内でこういうふうにす

るといったら、まず場所的にそういうセンターみたいなとこがないという中で本当に考えていただ

けるのかどうかということと、あとコーヒーとかお茶とか飲むんですけども、これはおのおのでセ

ルフで自分でお茶を入れたり出したりしなけりゃいけないのかどうかなんです。私のイメージから

いくと、そこに行ったらちゃんと、自動でボタン押して出るとか、そういう形になってりゃいいけ

ど、自分で洗って、自分でぺちゃぺちゃしゃべって、終わったら自分で茶わん洗っていて、もうど

こもみんなそれ嫌だから、どこかの例えばかっぽうで会議やったりとかして、はい、話が終わりゃ

しゃんしゃんで終わって、片づけなしでやるというのが、やっぱりだんだんそういう方向になって

いくと思うんですけど、その辺の誰ができるのかということと、今後の他地区でのスケジュールの

概略あるのかということと、あとそういうセッティングの仕方をどういうふうにするのか、この３

つちょっと聞かせてください。 

〇議長（仙海直樹） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（権田孝夫） ほかの地区へ広げていくということで資料のほうにも書いてございま

す。とりあえずいつからほかの地区に入るような細かいところまでは、今現在は決めておりません。

まずは八手地区で試行的にやってみて、いろんな多分課題等が出てくるかと思います。ただ、今想

定しているのは、例えば海岸地区であれば空き家の有効活用を含めた中で、そういった場所がつく

れればいいなと今考えているとこでございます。 

  それから、最初にご質問のあった八手地区以外の方からご参加いただけるかですが、その辺はま

だ正直言ってＰＲ自体はまだ八手地区のほうにしかしておりませんが、実際に開設が始まれば、全

然ほかの地域の方からも来ていただいて、自由に時間を過ごしていただけることは可能ですので、

その辺も含めてＰＲに努めていきたいと思います。 

  それから、例えば当然お茶なりコーヒーを飲みながら過ごしていただきます。その辺につきまし

ては、先ほどちょっと中野議員からもお話ありましたが、新潟市のほうでそういったモデルハウス

を既に運営しているところが何カ所もありますが、そういったところは紙コップを全部使って、自

由に、それは衛生面も含めてなんですが、自由に飲んでいただけるような環境づくりをするという

ことで、ただどなたがお茶を入れてやるとか、そういった細かいところまでは町が決めるのではな

く、参加される皆さん、それからお手伝いされる皆さんの中でご自分の考えの中でそういった自然

な取り組みができていけばいいのかなと現在考えております。 
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  以上です。 

〇議長（仙海直樹） ６番、加藤議員。 

〇６番（加藤修三） やはり成功する形に持っていくためには、行きやすい、みんなを連れてみんな

で行きたいという環境づくりをしていかないといけない。ただ、システムで決まっていますから、

こうしましょう、ああしましょうという形ではうまくいくとは思わないんです。ですから、その辺

も全部酌み取りやった中で対応していくというふうな形で、ぜひ成功させるような形で動いていた

だければというふうに思っていますので、よろしくお願いします。 

〇議長（仙海直樹） ほかに質疑ありませんか。 

  ３番、中野議員。 

〇３番（中野勝正） 聞き忘れたんですけども、先ほど大門でもサロンやっているんですけども、お

年寄りのほう車椅子を持ってきてやっているんですけど、送り迎えみたいなのは現時点ではしてい

ないんだけども、今の八手のほうの考え方でいった場合は、程度がもうちょっと悪くなる方も来て

いただくということになると、送り迎えみたいなのも考えているということでしょうか。 

〇議長（仙海直樹） 保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（権田孝夫） 一番ちょっと問題なのがやはり送迎の問題であります。今回、八手地

区をあくまでモデル地区として始めますので、確かに八手地区の中心にはセンターございますが、

なかなか足のない方があそこまで行くのは正直言って難しいのは十分承知はしております。そうい

った中で、協議体の委員、それから地元でお手伝いをいただける方々を今後また何回か打ち合わせ

等、それから試行的に開設を行いながら、問題を整理して、そういった送迎の問題も解決できるか

どうか。できない場合は、例えば町のほうで巡回的なもの、車を用意できるのかどうか、そういっ

たものも考えていきたいと思っております。 

  以上です。 

〇議長（仙海直樹） ほかに質疑ありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第78号は、会議規則第39条第３項の規定によ

り、委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第78号は委員会付託を省略することに決定しました。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 
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〇議長（仙海直樹） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第78号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第78号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               〔起立全員〕 

〇議長（仙海直樹） 起立全員です。 

  したがって、議案第78号は原案のとおり可決されました。 

                                             

    ◎議案第７９号 平成３０年度出雲崎町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

            について                          

〇議長（仙海直樹） 日程第13、議案第79号 平成30年度出雲崎町簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  町長。 

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第79号、簡水特会補正予算につきましてご説明を

申し上げます。 

  このたびの補正予算は、給与改定による人件費関係を追加したほか、維持管理費の施設修繕料に

不足を生じていますので、追加計上いたしました。 

  配水管布設整備費では、新設の町道八王子２号線に布設する水道管布設工事費を追加いたしまし

た。このほか委託料、工事費につきましては、事業費の精算見込みによる減額をいたしました。 

  これによりまして、歳入歳出からそれぞれ補正額843万1,000円を減額いたしまして、予算総額を

１億8,228万1,000円とするものであります。 

  よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 

〇議長（仙海直樹） 補足説明がありましたら、これを許します。 

  建設課長。 

〇建設課長（小崎一博） 補足説明をさせていただきます。 

  歳出、259ページをご覧ください。１款１項１目一般管理費の13節の委託料の追加につきましては、

水道検針員の交代によるものでございます。前任の方と一緒に検針の流れ、メーターボックスの位

置等を覚えてもらうための引き継ぎ１名分、３カ月分の委託料であります。 

  ２款１項１目維持管理費、11節施設修繕料は、配水管、吸水管、浄水場滅菌器の修繕料として追

加いたしました。 

  260ページをお願いいたします。１目配管布設整備費、13節委託料の減額については、松本ひがし
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団地水道管布設に係る設計管理業務の精算見込みによる減額、県補償による稲川地内水道管移設に

係る設計管理業務委託の内容を見直し減額いたしました。15節工事請負費では、旧八王子２号線に

埋設する水道管布設工事費を50万円追加しております。このほか松本ひがし団地内の水道管工事に

ついて精算見込みにより500万円減額しておりますので、記載の金額の減額となっております。 

  続きまして、歳入、257ページをお願いいたします。７款３項１目の雑入については、稲川地内の

水道管移設に係る設計管理費分について内容を見直し226万円減額したことと、県との協議の中で委

託費の全てが補償に該当しないということによる減額でございます。 

  258ページをご覧ください。町債につきましては、松本ひがし団地水道管布設工事の減額に伴うも

のであります。 

  また、人件費の補正につきましては261ページ以降に補正予算給与費明細書がございますので、ご

覧いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

〇議長（仙海直樹） これから質疑を行います。質疑にはページ、目、節を添えてお願いいたします。

質疑はありませんか。 

  １番、小黒議員。 

〇１番（小黒博泰） 259ページ、２款の１目13節の水質モニター点検委託料減となってありますけれ

ども、この水質モニターの点検というのは年何回ぐらい行っているんでしょうか。 

〇議長（仙海直樹） 建設課長。 

〇建設課長（小崎一博） 水質モニターの点検業務委託料につきましては、毎年ではございません。

大規模な点検委託業務は２年に１遍でございます。今回の減額につきましては、精算がつきました

ので、それに係る分を減額いたしました。 

〇議長（仙海直樹） ほかに質疑ありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第79号は、会議規則第39条第３項の規定によ

り、委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第79号は委員会付託を省略することに決定しました。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 討論なしと認めます。 
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  これで討論を終わります。 

  これから議案第79号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第79号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               〔起立全員〕 

〇議長（仙海直樹） 起立全員です。 

  したがって、議案第79号は原案のとおり可決されました。 

                                             

    ◎議案第８０号 平成３０年度出雲崎町農業集落排水事業特別会計補正予算（第 

            ２号）について                      

〇議長（仙海直樹） 日程第14、議案第80号 平成30年度出雲崎町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第２号）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  町長。 

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第80号、農排特会補正予算につきましてご説明を

申し上げます。 

  このたびの補正予算は、給与改定による人件費関係を追加計上いたしました。 

  また、松本ひがし団地管路工事について精算見込みによる減額をいたしました。 

  これによりまして、歳入歳出からそれぞれ補正額536万1,000円を減額し、予算総額を１億2,412万

4,000円とするものであります。 

  よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 

〇議長（仙海直樹） 補足説明がありましたら、これを許します。 

  建設課長。 

〇建設課長（小崎一博） 補足説明をさせていただきます。 

  歳出、270ページの歳出に係る人件費関係、また２款集落排水施設費の工事請負費につきましては、

町長の説明のとおりでございます。 

  戻りまして、269ページ、６款町債では、工事請負費減額による財源分を補正をしております。 

  また、人件費の補正につきましては271ページ以降をご覧いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

〇議長（仙海直樹） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 
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  お諮りします。ただいま議題となっております議案第80号は、会議規則第39条第３項の規定によ

り、委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第80号は委員会付託を省略することに決定しました。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第80号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第80号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               〔起立全員〕 

〇議長（仙海直樹） 起立全員です。 

  したがって、議案第80号は原案のとおり可決されました。 

                                             

    ◎議案第８１号 平成３０年度出雲崎町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

            について                         

〇議長（仙海直樹） 日程第15、議案第81号 平成30年度出雲崎町下水道事業特別会計補正予算（第

２号）についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  町長。 

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第81号、下水道特会補正予算につきましてご説明

を申し上げます。 

  このたびの補正予算は、給与改定による人件費関係を追加計上したほか、新設の町道八王子２号

線に下水管を埋設する工事費を追加いたしました。 

  これによりまして、歳入歳出にそれぞれ補正額203万5,000円を追加し、予算総額を１億6,080万

8,000円とするものであります。 

  よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 

〇議長（仙海直樹） 補足説明がありましたら、これを許します。 

  建設課長。 

〇建設課長（小崎一博） 補足説明をさせていただきます。 

  歳出、280ページでございます。人件費関係、工事請負費につきましては町長の説明のとおりでご
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ざいます。 

  歳入、279ページお願いいたします。279ページでは、７款町債に工事費に係る財源として公共下

水道事業債を追加しております。 

  また、人件費につきましては282ページ以降をご覧いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

〇議長（仙海直樹） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第81号は、会議規則第39条第３項の規定によ

り、委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第81号は委員会付託を省略することに決定しました。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第81号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第81号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

               〔起立全員〕 

〇議長（仙海直樹） 起立全員です。 

  したがって、議案第81号は原案のとおり可決されました。 

                                             

    ◎議案第８２号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

〇議長（仙海直樹） 日程第16、議案第82号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題といたし

ます。 

  提出者の説明を求めます。 

  町長。 

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第82号につきましてご説明を申し上げます。 

  現在、法務大臣から人権擁護委員を委嘱されている田中宥暢委員におかれましては、平成31年３

月31日をもって任期満了となることから、後任の候補者といたしまして、大字羽黒町の遠藤良法氏
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を推薦いたしたく提案するものでございます。 

  候補者の推薦に当たりましては、人権擁護委員法の規定に基づきまして、人格識見が高く、広く

社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある住民の中から、市町村の議会の意見を聞いて候補

者を推薦し、その後最終的には法務大臣が委嘱するという流れになっているところであります。 

  なお、人権擁護委員の委嘱期間は３年でございます。 

  よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 

〇議長（仙海直樹） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第82号は、会議規則第39条第３項の規定によ

り委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

               〔「異議なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第82号は委員会付託を省略することに決定しました。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

               〔「なし」の声あり〕 

〇議長（仙海直樹） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから議案第82号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第82号は原案のとおり適任とすることに賛成の方は起立を願います。 

               〔起立全員〕 

〇議長（仙海直樹） 起立全員です。 

  したがって、議案第82号は原案のとおり適任と認めることに決定されました。 

                                             

    ◎散会の宣告 

〇議長（仙海直樹） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれで散会をいたします。 

                                   （午前１１時３２分） 

 


